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定期監査結果の公表について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 2 項及び第 4 項の規定による 

総務部の定期監査を加賀市監査基準（令和 2 年加賀市監査委員告示第 1 号）に 

準拠して実施したので、同条第 9項の規定によりその結果を別紙のとおり公表する。 
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総務部定期監査結果報告 

 

 

第１ 監査の種類   

財務監査及び行政監査 

第２ 監査期間    

令和 6年 9月 10日から令和 6年 10月 18日まで 

第３ 監査の対象 

総務部（行政まちづくり課、人事課、危機対策課、財政課、管財課、工事検査室、

税料金課、会計課） 

第４ 監査の着眼点 

(1) 財務に関する事務の執行が適切かつ効率的に行われているか。 

(2) 行政事務が法令等に適合し、正確で合理的、効率的に行われているか。 

(3) 地区会館の今後の整備方針が検討されているか。 

(4) ＤＶ相談の庁内連絡体制が確立されているか。 

(5) 人材確保に向けた取り組みが行われているか。 

(6) デジタル人材育成のためのリスキリングについての成果と課題は何か。また、

今後、どのように展開させるのか。 

(7) 能登半島地震を踏まえた新たな地震対策が進められているか。 

(8) 財政健全化に向け対策が行われているか。 

(9) 公共施設照明ＬＥＤ化事業はどのような効果を見込み行ったのか。 

(10) 契約事務のリスク対策は行われているか。 

(11) 税業務の標準準拠システムへの移行に向けた準備は進んでいるか。 

(12) 基金等の公金を有効に運用する手法の検討について進展はあったか。 

(13) 会計管理者が指導的役割として財務事務の適正執行に寄与する取り組みを

行っているか。 

 

第５ 監査の実施内容 

あらかじめ提出を求めた資料及び財務会計システムをもとに財務事務の執行状況、

物品・施設の管理状況等を調査するとともに、関係職員から所管事務の執行状況に

ついて聴取した。（事情聴取の主な項目は別記のとおり） 

なお、監査の期間中、必要な書類はその都度提出を受け照査を行った。 

第６ 監査の結果 

所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行、行政事務の執行状況、所管の物

品・施設の管理は概ね適正に処理されていると認められた。 

なお、事務上留意すべき軽微な事項については、その都度指導したところである。 



第７ 監査意見（地方自治法第 199条第 10項） 

・契約事務のマニュアル化について、次のとおり意見を付す。 

 本市では、公募型プロポーザル方式の入札が増加しているが、これに対応したマ

ニュアルがない。契約事務は多くのリスクが想定され内部統制の最たるものである。

リスク回避のためには基本となるマニュアルが必要であることから、契約担当課で

作成し市の各部署を指導してほしい。また、これ以外でも契約事務に関してマニュ

アル化を推進されたい。 

 

第８ 留意事項 

地方自治法第 199 条第 14 項の規定により、「当該監査の結果に基づき、又は当該

監査の結果を参考として措置を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知し

なければならない。この場合において、監査委員は当該措置の内容を公表しなけれ

ばならない。」とされているので、その旨留意いただき、遺漏無きよう努められたい。 

 

 

 

総務部 定期監査 事情聴取の主な内容 

 

１．地区会館整備事業について 

２．ＤＶ相談体制について 

３．人材確保の取組みについて 

４．デジタル人材の内製化について 

５．能登半島地震を踏まえた地震対策について 

６．防犯対策について 

７．財務の健全化について 

８．中期財政計画について 

９．公共施設照明ＬＥＤ化事業について 

10．契約事務のリスク管理について 

11．工事検査の状況について  

別 記

入 



12. 税業務の標準準拠システムへの移行について 

13．家屋調査の実施方針について  

14．収納率向上の取り組みについて 

15．固定資産税の評価替えについて  

16．有利な公金運用について  

17．会計管理者の指導的役割について  


